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１ 計画策定の趣旨 
 
 ○  我 が国 で は、少子 化が 進行 し 、平 成 17 年 には 死 亡数 が 出生 数を 初め て 上回 りま

した 。子 供や 子 育て を めぐ る状 況は 厳 しく 、国や 地域 を挙 げ て子 供や 家庭 を支 援 す
る新 しい 支え 合 いの 仕組 みを 構築 し てい くこ とが 求め ら れま した 。  

 〇  そ うし た 状況 を受 けて、平 成 24 年 8 月 に、子 ど も・子 育 て支 援法 をは じ めと す
る「 子ど も・子育 て 関連 3 法 」が 成 立し 、平 成 27 年 4 月か ら「子 ども・子 育て 支
援新 制度 」が ス ター トし まし た。  

 ○  ま た、平成 １ ５ 年７ 月に 制定 さ れた 次世 代育 成支 援 対策 推進 法（ 以下「次 世代 法」
とい う。）も改 正 され 、引き 続 き、職 場 や 地域 にお いて 子 育て しや すい 環境 を 整備
する ため 、法 の 有効 期限 が令 和 6 年 度末 まで 10 年間 延 長さ れ まし た。  

 ○  平 成 26 年 1 月 には 、子供 の貧 困対 策 を総 合的 に推 進 する こと を目 的と し て、「 子
ども の貧 困対 策 の推 進に 関す る法 律」（ 以 下「子 ども の貧 困 対 策法 」とい う。）が施
行さ れま した 。  

 ○  平 成 26 年 7 月 には 、子ど も・子 育 て 支援 法第 60 条 第 1 項 の規 定に 基づ き、「 教
育・保 育及 び地 域子 ども・子育 て支 援事 業の 提供 体制 の 整備 並び に子 ども・子育 て
支 援 給 付 及 び 地 域 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 事 業 の 円 滑 な 実 施 を 確 保 す る た め の 基 本 的
な指 針」（ 以下「 子 ど も・子 育て 支 援法 に 基づ く基 本指 針」と いう。）が 告示 され ま
した 。  

 ○  こ うし た こと を踏 まえ 、子ど も・子 育て 支援 法及 び 次世 代法 に基 づき 、子供 の貧
困対 策も 包含 す る計 画と して 、平成 26 年 度末 に「東 京都 子供・子育 て支 援総 合計
画」（ 以 下「 第１ 期計 画」 とい う。）を 策定 しま した 。  

 〇  平 成 29 年度 末 には 、区 市町 村 の教 育・保育 の量 の 見込 みと 確保 方策 及 び東 京都
の 目 標 数 値 の 更 新 並 び に 子 ど も の 貧 困 対 策 法 に 基 づ く 計 画 と し て の 位 置 付 け を 明
確化 する など 、 第１ 期計 画の 中間 見 直し を行 いま した 。  

 〇  国 にお い ては 、幼児 教育 の負 担 軽減 を図 る少 子化 対 策や 、生涯 にわ たる 人 格形 成
の基 礎を 培う 幼 児教 育の 重要 性に 鑑 み、令和 元年 ５月 、子ど も・子 育て 支援 法を 改
正し 、同 年 10 月か ら 幼児 教育 ・保 育 の無 償化 を実 施し ま した 。  

 ○  都 にお い ては 、令 和元 年 12 月、 今後 の都 政運 営 の新 たな 指針 とし て 「『未 来の
東京 』戦 略ビ ジ ョン 」を 取り まと め まし た。  

 〇  こ うし た 状況 や、これ まで の 都の 子 供・子育 て支 援 に係 る 取組 の成 果を 踏 まえ 、
令 和 ２ 年 ３ 月 に 「 東 京 都 子 供 ・ 子 育 て 支 援 総 合 計 画 （ 第 ２ 期 ）」 を 策 定 し ま し た 。 
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 〇  令 和３ 年 ３月 には「『未 来の 東京 』戦略」を策 定 し、戦 略１ に子 供の 笑 顔の ため
の戦 略を 掲げ ま した 。  

 ○  「東 京都 こ ど も基 本条 例 」の 施 行 、子供 政策 連携 室 の設 置を 背景 に 、少 子 化 の進
行や コロ ナ禍 の 影響 など を踏 まえ 、令和 ４年 度末 、新規 事業 の追 加や 、保育 サー ビ
ス ・ 学 童 ク ラ ブ の 整 備 目 標 を 更 新 す る な ど 、 第 ２ 期 計 画 の 中 間 見 直 し を 行 い ま し
た。  

 〇  令 和 ４ 年 ６ 月 に は 、 子 育 て に 困 難 を 抱 え る 世 帯 が こ れ ま で 以 上 に 顕 在 化 し て き
てい る状 況等 を 踏ま え、児童 等に 対 する 家 庭や 養育 環境 の 支援 を強 化し 、児 童 の権
利の 擁護 が図 ら れた 児童 福祉 施策 を 推進 する ため 、児童 福祉 法が 改正 され ま した。 

 〇  令 和 ５ 年 ４ 月 に は 、 こ ど も 施 策 を 社 会 全 体 で 総 合 的 か つ 強 力 に 推 進 し て い く た
めの 包括 的な 基 本法 とし て 、こ ども 基本 法が 施行 され ま した 。同 年 12 月 、こ ども
基本 法に 基づ き 、こ ど も政 策を 総合 的 に推 進す るた め、政 府全 体 のこ ども 施策 の 基
本的 な方 針等 を 定め る「 こど も大 綱 」が 閣議 決定 され ま した 。  

 ○  令 和６ 年 ５月 には、次 世代 法が 改正 され、法 の有 効期 限が 令和 16 年度 末 まで 10
年間 延長 され ま した 。  

 〇  令 和６ 年 ６月 には 、子ど もの 貧困 対策 法の 改正 に より 、法 律 の名 称が「 こど もの
貧困 の解 消に 向 けた 対策 の推 進に 関 する 法律 」に 改め ら れま し た。こど も大 綱 の記
述を 踏ま え 、法 律の 題名 に「貧 困の 解消 」を入 れる こと とし 、「 目的 」及び「 基本
理念 」に おい て 、解 消す べき 「こ ど もの 貧困 」が 具体 化 され まし た。  

 ○  令 和６ 年 10 月 には 、子 ども・子 育 て支 援法 が改 正 され、「こ ども 未来 戦 略」（ 令
和５年 12 月 22 日 閣 議決 定） の「 加 速化 プラ ン」 に盛 り 込ま れた 施策 を着 実 に実
行 す る た め 、 ラ イ フ ス テ ー ジ を 通 じ た 子 育 て に 係 る 経 済 的 支 援 の 強 化 や 全 て の こ
ども ・子 育て 世 帯を 対象 とす る支 援 の拡 充が 図ら れま し た。  

 ○  都 にお い ては 、令和 ７年 ３ 月、す べ ての「 人」が輝 き、一 人ひ とり が幸 せ を実 感
でき る「 成 長」と「成 熟」が両 立 した「 世界 で一 番の 都市・東京 」を実 現す るた め 、
都政 の新 たな 羅 針盤 とし て、「2050 東 京 戦略 」を 策定 し まし た。  

 ○  こ うし た 状況 や、これ まで の 都の 子 供・子育 て支 援 に係 る 取組 の成 果を 踏 まえ 、
東京 都子 供・子 育て 支援 総合 計画（ 第３ 期）」（ 以下「 本計 画 」とい う。）を 策 定し
まし た。  
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２ 計画の性格 
 
 ○  本 計画 は 、東 京都 にお ける 子 供・子育 てに 関す る 総合 計画 とし て 、子 ど も・子育

て支 援法 第 62 条に 基 づく 都道 府県 子 ども・子 育て 支援 事業 支 援計 画と 次世 代 法第
9 条 に 基づ く都 道府 県行 動計 画、 こ ども の貧 困解 消法 第 10 条 に基 づく 都道 府 県こ
ど も の 貧 困 の 解 消 に 向 け た 対 策 に つ い て の 計 画 と を 合 わ せ て 一 体 的 に 策 定 す る も
ので す。  

 
 ○  ま た、本計 画 は、「 2050 東京 戦略 」を推 進す る計 画 と位 置付 ける とと も に、毎年

度策 定さ れる「こ ど も未 来ア クシ ョ ン」及び「 東京 都 の少 子 化対 策」と 連 携し、東
京都 の他 の関 連 する 計画 と整 合を 図 り、区 市町 村子 ども・子 育 て 支援 事業 計画 と も
調整 の上 、策 定 して いま す。  
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３ 計画期間 
 
 ○  本 計画 の 期間 は、 令和 ７年 度 から 令和 11 年度 ま での 5 年間 です 。  
 

 

４ 計画の構成 
 
 ○  本 計画 は 、５ つの 章で 構成 し てい ます 。  
 
 ○  第 1 章で は 、 都が 子供 と子 育 て家 庭に 対す る支 援 施策 を推 進し てい く 上で の基

本的 な考 え方 や 、計 画の 「理 念」「目 標」「視 点」 を示 し ます 。  
 
 ○  第 ２章 で は、計 画策 定に 当た っ て実 施し た子 供の 意 見を 聴く 取組 の結 果 や、都 の

取組 との 関連 な どを 示し ます 。  
 
 ○  第 ３章 で は、目標 ごと に取 り 巻く 状況 や現 状と 課 題、施策 の方 向性 、具体 的な 都

の取 組を 示し ま す。  
 
 ○  第 ４章 で は、人 材の 確保 と資 質 の向 上が 一層 重要 に なっ てき てい るこ と から 、こ

れに 関す る広 域 自治 体と して の都 の 取組 の方 向性 を示 し ます 。  
 
 ○  第 ５章 で は、本計 画の 推進 に 向け て、都・区 市町 村・事 業主・地 域社 会・都 民の

役割 を明 らか に する とと もに 、計 画 の進 捗管 理な どに つ いて 示し ます 。  
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５ 子ども・子育て支援新制度等 

（１）子ども・子育て支援新制度の概要 

   新 制度 で は、就 学前 の子 供に 教 育・保 育を 行う「 子ど もの た めの 教育・保育 給付 」
とし て 、① 幼稚 園・保 育所 等の 教育・保育 施 設を 利用 する 場 合に は「 施 設型 給付 費」
が 、 ② 小 規 模 保 育 事 業 等 の 地 域 型 保 育 事 業 を 利 用 す る 場 合 に は 「 地 域 型 保 育 給 付
費」 が支 給さ れ てい ます 。  

   ま た、「 子育 て のた めの 施設 等 利用 給付」とし て、幼稚 園（私学 助成 ）、一 時 預 か
り事 業、 認可 外 保育 施設 等を 利用 し た場 合に 施設 等利 用 費が 支給 され てい ま す。  

 
◆子 ども ・子 育 て支 援新 制度 にお け る給 付・ 事業  
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（２）幼児教育・保育の無償化 

   令 和元 年 10 月 の子 ども・子育 て支 援法 改正 等に 基 づき 、主 に 認定 こど も園 、幼
稚 園 、 保 育 所 等 を 利 用 す る ３ 歳 か ら ５ 歳 ま で の 子 供 の 利 用 料 及 び 住 民 税 非 課 税 世
帯の ０歳 から ２ 歳ま での 子供 の利 用 料が 無償 化さ れて い ます 。  

 
資 料 ： こ ど も 家 庭 庁 Ｈ Ｐ   
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（３）保育政策の新たな方向性 

   国 は、 全 国ど こで も質 も高 い 保育 が受 けら れ、 地 域で ひと りひ とり の こど もの
育ち と子 育て が 応援 ・支 援さ れる よ うな 社会 を実 現す る ため 、今 後の 保育 政 策の
在り 方に つい て 示し た「 保育 政策 の 新た な方 向性 」（ 令和 6 年 12 月 20 日 公表 ）
を取 りま とめ ま した 。  

   人 口減 少 に対 応し なが ら、 こ ども まん なか 社会 の 実現 を図 るた め、 保 育政 策に
つい て、 今後 は 、待 機児 童対 策を 中 心と した 「保 育の 量 の拡 大」 から 、「 地域 の
ニー ズに 対応 し た質 の高 い保 育の 確 保・ 充実 」と 、「 全て のこ ども の育 ちと 子 育
て家 庭を 支援 す る取 組の 推進 」に 政 策の 軸を 転換 し、 あ わせ て「 保育 人材 の 確
保・ テク ノロ ジ ーの 活用 等に よる 業 務改 善」 を強 力に 進 め、 制度 の持 続可 能 性を
確保 する 方針 を 打ち 出し まし た。  

 
 

 
資 料 ： こ ど も 家 庭 庁 Ｈ Ｐ  
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（４）直近の法改正等 

  ○ 児童 福 祉法 改正  
   児 童虐 待 の相 談対 応件 数の 増 加な ど、 子育 てに 困 難を 抱え る世 帯が こ れま で以

上に 顕在 化し て きて いる 状況 等を 踏 まえ 、子 育て 世帯 に 対す る包 括的 な支 援 のた
めの 体制 強化 等 を行 うこ とが 必要 で ある こと から 、令 和 ４年 児童 福祉 法が 改 正さ
れま した 。  

   こ の法 改 正に より 、子 育て 世 帯訪 問支 援事 業、 児 童育 成支 援拠 点事 業 、親 子関
係形 成支 援事 業 が新 たに 創設 され 、 これ らの 事業 につ い ても 、地 域子 ども ・ 子育
て支 援事 業に 位 置付 けら れま した 。  

   ま た、 子 育て 短期 支援 事業 、 養育 支援 訪問 事業 、 一時 預か り事 業、 子 育て 世帯
訪問 支援 事業 、 児童 育成 支援 拠点 事 業、 親子 関係 形成 支 援事 業が 家庭 支援 事 業と
して 位置 付け ら れま した 。  

 
  ○ 子ど も ・子 育て 支援 法改 正  
   「 こど も 未来 戦略」（ 令和 ５年 12 月 22 日 閣議 決 定） の 「加 速化 プラ ン 」に 盛

り込 まれ た施 策 を着 実に 実行 する た め、 ライ フス テー ジ を通 じた 子育 てに 係 る経
済的 支援 の強 化 、全 ての こど も・ 子 育て 世帯 を対 象と す る支 援の 拡充 、共 働 き・
共育 ての 推進 に 資す る施 策の 実施 に 必要 な措 置を 講じ る ため 、令 和６ 年子 ど も・
子育 て支 援法 が 改正 され まし た。  

   こ の法 改 正に より 、妊 婦等 包 括相 談支 援事 業と 乳 児等 通園 支援 事業 （ こど も誰
でも 通園 制度 ） が創 設さ れ、 これ ら ２事 業と 産後 ケア 事 業が 新た に地 域子 ど も・
子育 て支 援事 業 とし て位 置付 けら れ まし た（ 施行 期日 は 令和 ７年 ４月 １日 ）。  

   ま た、 妊 娠期 から の切 れ目 な い支 援を 行う 観点 か ら、「 妊婦 のた めの 支 援給
付」 が創 設さ れ まし た（ 施行 期日 は 令和 ７年 ４月 １日 ）。  

   な お、 こ ども 誰で も通 園制 度 につ いて は、 令和 ８ 年度 以降 は新 たに 創 設さ れる
「乳 児等 のた め の支 援給 付」 とし て 支給 され るこ とと さ れて いま す。  
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６ 都における教育・保育の量の見込みと提供体制の確保方策 
 
  子ど も・子 育 て 支援 法に より 、都 道 府県 は 、質 の高 い 幼 児期 の学 校教 育・保 育が、

それ ぞれ の家 庭 や子 供の 状況 に応 じ て適 切に 提供 され る よう 、教 育・保 育 の「 量 の 見
込み 」並 びに 実 施し よ うと する 教育・保 育 の 提供 体制 の確 保 の内 容及 びそ の実 施 時期
（以 下「確 保方 策 」と いう。）、そ して それ らを 定め る単 位 とな る区 域の 設定 を 都道 府
県子 ども ・子 育 て支 援事 業支 援計 画 に定 める こと とさ れ てい ます 。  

  都は 、本計 画 に 基づ き 、区 市町 村 が 地域 の実 情に 応 じて 、教育・保育 の 提供 体 制を
整備 でき るよ う 支援 して いま す。  

 

（１）都道府県設定区域の設定 

 ○  区 市町 村 は、子ど も・子育 て 支援 法に 基づ き、「地 理的 条件 、人 口 、交 通事 情そ
の他 の社 会的 条 件、教 育・保育 を提 供 する た めの 施設 の整 備 の状 況そ の他 の条 件 を
総合 的に 勘案 し た区 域」と して 、「教 育・保育 提供 区域 」を 定 める こと にな っ てい
ます。教育・保 育提 供 区域 は、教 育・保育 及 び地 域子 ども・子 育 て支 援事 業を 通 じ
て共 通の 区域 設 定と する こと が基 本 とさ れて いま す。  

 
 〇  都 道府 県 は、教育・保育 の「量 の 見込 み」「 確保 方策 」を定 める 単位 と して 、区

市町 村が 定め る 教育・保育 提供 区域 を 勘案 し、隣接 区市 町 村等 に おけ る広 域利 用 の
実態 を踏 まえ た 区域 を設 定す るこ と とさ れて いま す。  

 
 ○  都 道府 県 は、認定 こど も園 や 認可 保育 所の 認可・認定 の判 断を 行う 際 、都 道府 県

設 定 区 域 に お け る 利 用 定 員 の 総 数 が 、 当 該 年 度 の 必 要 利 用 定 員 総 数 に 既 に 達 し て
いる か 、又 は設 置 に よっ てこ れを 超 える こと にな るま で 、原 則と して 、認可・認 定
を行 いま す 。そ のた め、都 道府 県設 定区 域は 、この 需給 調整 の判 断基 準と な るこ と
も踏 まえ て設 定 する 必要 があ りま す 。  
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＜都 にお ける 区 域設 定＞  
１ 号 認 定   都 内 で は 、 交 通 の 利 便 性 が 高 く 、 私 立 幼 稚 園 が 占 め る 割 合 も 高

い 。 そ の た め 、 区 市 町 村 の 区 域 を 超 え た 通 園 が 多 い と い う 特 徴 が

あ る 。  

 ま た 、 新 制 度 に お い て 、 幼 稚 園 に は 需 給 調 整 の 仕 組 み は 導 入 さ

れ て い な い。  

 よ っ て 、都 全 域 を 一 つ の 区 域 設 定と す る 。  

２ ・ ３ 号 認定   保 育 の 実 施 主 体 は 区 市 町 村 で あ り 、 都 が 区 市 町 村 域 を 超 え て 区

域 を 設 定 し た 場 合 、 各 区 市 町 村 が 整 備 す べ き 保 育 サ ー ビ ス の 量 が

不 明 確 に なる お そ れ が あ る 。  

 ま た 、 区 市 町 村 は 、 地 域 型 保 育 の 認 可 に 当 た り 、 地 域 の 実 情 に

応 じ て 設 定し た 「 区 市 町 村 設 定 区 域」 に よ り 需 給 調 整 を 行 う。  

 よ っ て 、区 市 町 村 が 設 定 す る 区 域と 同 一 と す る 。  

地 域 子 ど も・子 育 て支 援 事

業  

 地 域 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 事 業 の 実 施 主 体 は 区 市 町 村 で あ り 、 基

本 的 に 区 市 町 村 の 区 域 内 で 提 供 ・ 利 用 さ れ る 。 ま た 、 認 可 等 の 仕

組 み は な いた め 、 需 給 調 整 の 判 断 基準 と は な ら な い 。  

 よ っ て 、区 市 町 村 ご と に 1 区 域 とす る 。  

 

（２）量の見込みと確保方策 

 ○  区 市町 村 は、必 要と する 全て の 家庭 が質 の高 い幼 児 期の 学校 教育・保 育 を利 用 で
きる よう 、地域 の実 情に 応じ て計 画 的に 基盤 を整 備し て いく 役割 を担 って い ます。 

 
 ○  そ のた め 、区 市町 村は 、子ど も・子 育て 支援 法に 基 づい て策 定す る区 市 町村 子ど

も・子 育て 支援 事業 計画 にお いて 、地域 にお ける 教育・保育 の利 用状 況や 利 用希 望
を調 査し 、教育・保 育 提供 区域 ごと に 、認 定区 分別 の必 要 利用 定員 総数 と 、こ れ に
対応 した 教育 ・ 保育 の提 供体 制の 確 保内 容等 を定 めて い ます 。  

 
 ○  な お 、区 市 町 村は 、地域 子ど も・子 育て 支援 事業 の うち 家庭 支援 事業（ 子 育 て短

期支 援事 業 、養 育 支 援訪 問事 業 、一 時 預 かり 事業 、子育 て 世 帯訪 問支 援事 業 、児童
育成 支援 拠点 事 業、親子 関係 形成 支 援事 業）の 量の 見込 みの 推計 に当 たっ て は、利
用 勧 奨 及 び 利 用 措 置 に よ る 事 業 の 提 供 量 に つ い て も 勘 案 す る こ と と さ れ て い ま す 。 

 
 ○  都 道府 県 は、 区市 町村 がそ の 役割 を適 切に 果た せ るよ う、 区市 町村 子 ども ・子

育て 支援 事業 計 画に おけ る数 値を 都 道府 県設 定区 域ご と に集 計し たも のを 基 本と
して 、広 域調 整 を行 った 上で 、各 年 度の 教育 ・保 育の 量 の見 込み と提 供体 制 の確
保の 内容 等を 計 画に 定め るこ とに な って いま す。   

3 歳 以 上 で 、幼 稚 園 等 で

の 教 育 を 希望  

０〜５歳で、保育の必要

性があり、保育所等での

保育を希望 
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＜都 にお ける 量 の見 込み と確 保方 策 ＞  
 

（１ ）教 育・ 保 育に つい て  
 ○ 都に おい て は、区市 町村 にお け る「 量の 見込 み」と「確 保方 策」を集 計し た

もの を基 本と す る。保 育に つい ては 、待機 児 童を 解消 しそ の 状態 を継 続す る
ため 、地 域 の実 情に 応 じた 区市 町村 の 積極 的な 取組 が進 む よう 、必要 な支 援
策を 講じ てい く 。  

（２ ）地 域子 ど も・ 子育 て支 援事 業 につ いて  
 ○  子 ども・子育 て 支援 法に おい て 、実 施 主体 であ る区 市 町村 の計 画に 記載 す

るこ とと され て おり 、都道 府県 計画 に は記 載が 求め られ て いな い。また 、「 量
の見 込み 」や 「 確保 方策 」の 算定 は 、区 市町 村ご とに 集 計方 法が 異な る。  

 ○  し かし 、都は 、区市 町村 の計 画 的な 取組 を支 援し 、都内 全域 の子 供・子 育
て支 援の レベ ル アッ プを 図る 観点 か ら、区 市町 村計 画の 集 計値 を参 考と しつ
つ、都と し ての 支援 策 につ いて 検討 を 行い 、必要 に応 じて 計 画に 目標 を盛 り
込む こと とし た 。  

 
 
 


